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ぐんま優良木材品質認証センター規約  
 

（名 称）  

第１条   このセンターは、「ぐんま優良木材品質認証センター」（以下「センター」とい 

う。）と称し、前橋市西善町524-1 木材振興センター内に事務所を置く。  

 

（目 的）  

第２条   センターは、群馬県内で生産される木材製品および県外ＪＡＳ認定工場で生産され

る群馬県内産素材のみを原材料とする加工製品の品質及び性能の確保を図り、優良な木

材製品を消費者に安定的に供給することにより、本県の林業及び木材産業の振興に寄与

することを目的とする。  

 

（事 業）  

第３条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  

 （１）ぐんま優良木材製品の認証に関すること。  

 （２）ぐんま優良木材生産工場の認証及び取り消しに関すること。  

 （３）ぐんま優良木材製品の認証についての指導及び調査に関すること。  

 （４）ぐんま優良木材製品の普及啓発に関すること。 

 （５）ぐんま優良木材使用住宅証明書の発行に関すること。  

 （６）ぐんまゼロ宣言住宅設備設置証明書の発行に関すること。  

 （７）認証ラベル等印刷物の交付に関すること。  

 （８）ぐんま優良木造住宅建設業者登録制度に関すること。  

（９）ぐんまゼロ宣言住宅促進事業に関すること。  

 （１０）その他センターの目的を達成するために必要な事業 

 

（経 費）  

第４条 センター事業の実施に係る経費は、次の収入をもってあてる。  

 （１）補助金  

 （２）手数料  

 （３）認証ラベル等資材の販売費  

 （４）負担金  

 （５）登録料  

２ 前項の手数料、登録料の額は以下のとおりとする。 

（１）ぐんま優良木材生産工場認証手数料 １年当たり   ２５，０００円 

（加工製品の包括認証を受ける場合は、１年当たり   ３５，０００円） 

（県外のぐんま優良木材生産工場の場合は、１年当たり ３５，０００円） 

（２）ぐんま優良木材製品認証手数料   １㎥当たり    １，２００円 

（３）ぐんま優良木材使用住宅証明手数料 １件当たり   １０，０００円     

（４）県産材合板はラベル相当手数料   １枚当たり        ２円 

（５）ぐんま優良木造住宅建設業者登録料 １件当たり   ２５，０００円（新規） 

１２，０００円（継続） 

（６）ぐんま優良木材認証工場定期検査手数料  １年当たり  ２５，０００円 

（県外のぐんま優良木材生産工場の場合は、１年当たり ６０，０００円、 

 なお、既登録業者で、その系列会社が登録をし、同一地域内（市町村単位）に工場 

がある場合は、１年当たり ３０，０００円） 

３ 収めた手数料、登録料は理由のいかんにかかわらず、返還しないものとする。 

 

（構 成）                                             

第５条 センターは、別表１に定める団体をもって構成する。  
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（委 員）  

第６条 センターの運営は、構成団体から推薦された委員をもって構成する委員会を組織

 して行うものとする。  

 ２ 委員の数は１５人以内とし、１構成団体３人以内とする。  

 ３ 委員の中から互選により会長１名、副会長２名、監事２名を選任する。  

 ４ 会長は、センターを代表し、業務を統括する。  

５ 副会長は、会長を補佐し、会長が事故又は欠員のときはあらかじめ委員会において

  さだめた順位にしたがい、その職務を代理し、又は代行する。  

６ 監事は、何時でも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は職員に対し

  て会計に関する報告を求めることができる。  

 

（委員の任期）  

第７条 委員の任期は２年とし再任を妨げない。ただし、補欠のために指名された委員の

 任期は、前任者の残任期間とする。  

 

（委員の義務）  

第８条 委員は、法令及びぐんま優良木材品質認証センター規約（以下「規約」という。）

 並びに委員会の議決を尊重し、センターのためその職務を遂行しなければならない。  

 

（職 員）  

第９条 センターの職員は、一般社団法人群馬県木材組合連合会の職員が兼務する。  

 

（委員会）  

第10条 委員会は必要に応じて会長が召集する。  

 

（議 決）  

第11条 委員会の議事は、委員の過半数が出席し、その過半数で決する。 

 

（書面議決）  

第12条 委員は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあった事項について

書面により委員会の議決に加わることができる。  

 

（議決事項）  

第13条 委員会においては会長が議長となり、規約に定めるもののほか、次の事項を審議

し、議決する。  

（１）規約の変更に関すること。  

（２）ぐんま優良木材生産工場認証規程及びぐんま優良木材製品品質規格基準に関する 

こと。  

（３）構成員の加入又は脱退に関する事項  

（４）事業計画及び収支予算の承認に関すること。  

（５）事業報告及び収支決算の承認に関すること。  

（６）ぐんま優良木材生産工場の認証及び取り消しに関すること。  

（７）手数料に関すること。  

（８）その他業務の執行に関することで、委員会が必要と認める事項  

 

（検査員）  

第14条 センターは、第３条第１項に掲げる事業を行うため、製品認証検査及び証明書発

行等事業の円滑な実施を確保するため検査員（以下「検査員」という。）を置くことが

できる。  
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２ 検査員は、委員会の同意を得て、会長が委嘱する。  

３ 検査員は、別に定める細則に基づき、製品の認証検査を行うものとする。  

 ４ 検査員は、必要に応じて委員会及び審査会等において、検査結果を報告する。  

 

 

（専門委員）  

第15条 センターは、必要に応じて認証基準等に関する専門的な知識を有する専門委員 

（以下「専門委員」という。）を置くことができる。  

２ 専門委員は、委員会の同意を得て会長が委嘱する。  

３ 専門委員は、委員会及び審査会等において、専門事項について意見を具申する。  

 

（事業年度）  

第16条 センターの事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終了するもの

とする。  

 

（その他）  

第17条 この規約で定めるもののほか、必要な事項については要領で定めるものとする。  

 

付 則  

この規約は、平成１０年 ４月 １日から施行する。  

この規約は、平成１４年 ４月 １日から施行する。  

この規約は、平成１５年 ４月 １日から施行する。  

 この規約は、平成１７年 ２月２５日から施行する。  

 この規約は、平成１８年 ４月 １日から施行する。  

この規約は、平成１９年 ４月 １日から施行する。  

 この規約は、平成２２年 ４月 １日から施行する。  

この規約は、平成２５年 ２月１４日から施行する。 

この規約は、平成２６年 ４月 １日から施行する。 

この規約は、平成３０年 ４月 １日から施行する。 

この規約は、令和 ２年 ４月 １日から施行する。 

この規約は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。 

この規約の第４条第２項に規定する手数料、登録料の額は、令和７年度事業から適用す

る。
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別表１  
 

  一般社団法人 群馬県木材組合連合会  

  群馬県森林組合連合会  

  群馬県素材生産流通協同組合  

   一般社団法人 群馬県木造住宅産業協会  

  一般社団法人 群馬県建築士事務所協会  

  一般社団法人 群馬建築士会  

 


